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第 ２ 農 業 編

解 説

Ⅰ 農業経営体の部

この部は、平成22年２月１日現在で実施した「2010年世界農林業センサス・農林業

経営体調査」の集計結果のうち、農業経営体に関する統計を市町村別に掲載した。

Ⅱ 販売農家の部

この部は、平成22年２月１日現在で実施した「2010年世界農林業センサス・農林業

経営体調査」の集計結果のうち、販売農家に関する統計を市町村別に掲載した。

「2010年世界農林業センサス・農林業経営体調査」は、食料・農業・農村基本計画及

び森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎

資料を整備すると共に、我が国の農林業の生産構造及び就業構造等の実態を把握する

ための最も基本的な調査で、全ての農林業を営む経営体を調査対象として、２月１日

現在で調査を実施している。

調査方法は調査員が調査票を配布し、農林業経営体等による自計申告の方法で行っ

ている。

Ⅲ 集落営農の部

この部は、平成23年２月１日現在で実施した「集落営農実態調査」の結果より、主な

項目を掲載した。

「集落営農実態調査」は集落営農組織のある市町村に対し、郵送等により全ての営農

組織の実態について調査を行った。

Ⅳ 耕地の部

作物統計調査のうち面積調査結果から、耕地面積、耕地の増加・減少面積等を掲載し

た。

１ 耕地面積

７月15日現在において、母集団から抽出された「標本単位区」に対する実査機関の

職員又は調査員の対地標本実測調査により現況実面積を推定した。

また、対地標本実測調査の効率が悪い遠隔地、離島、市街地等については巡回・見

積り、関係機関からの情報収集等により補完した。
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２ 耕地の拡張・かい廃面積

前年７月15日から当年の７月14日までの１年間に生じたもので、巡回・見積り、関

係機関の資料等の活用により作成した。

Ⅴ 農作物の部

作物統計調査のうち作付面積調査、作況調査及び特定作物統計調査結果から農作物の

作付面積、収穫量、出荷量及び被害を、農林水産省生産局農産部園芸作物課の野菜生産

状況表式調査結果から地域特産野菜の生産状況について掲載した。

１ 作付面積（永年性作物は栽培面積）

（１）水稲作付面積

耕地面積と同様（Ⅳの１参照）の調査により作付面積を決定し、県内表章地域・

市町村別に作成した。

（２）水稲以外の作物の作付（栽培）面積

果樹・茶は７月15日現在、豆類は９月１日現在、それ以外の作物は収穫期におい

て、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査並びに、センター職員による巡

回・見積り、関係機関からの情報収集により作成した。

２ 収穫量

（１）水稲については、単位区から抽出した標本筆の実測調査（一定面積の刈取り)及

び基準筆調査に基づく巡回・見積りにより10ａ当たり収量を推計し、前記の作付面

積に乗じて算出した。

なお、市町村別収穫量は、上記により算出し決定された収穫量を、当該市町村に

おける調査結果や関係機関・団体からの情報等により作成した。

（２）水稲以外の作物については、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査並び

にセンター職員による巡回、関係機関からの情報収集により作成した。

３ 出荷量

出荷量とは、収穫量のうち、生食用、加工用として販売したもので、自家消費や種子、

生産物を贈与した量、収穫後の減耗等は含まない。

４ 年産区分及び季節区分

野菜における品目別年産区分は、原則として、春、夏、秋、冬の４季節区分（収穫

・出荷時期区分）を合計して２２年産として取扱った。この基準に合わない品目につ

いては、主な作型と主たる出荷期間により年産を区分している。

季節区分は、年間を通じて栽培される品目については、産地、作型によって特定期

間に出荷が集中するので、これらを考慮して、主たる収穫・出荷期間により季節区分

を設定している。
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Ⅵ 畜産の部

１ 家畜飼養戸数及び飼養頭羽数

２月１日現在において、母集団から抽出された乳用牛・肉用牛・豚及び採卵鶏の各

飼養者に対する往復郵送調査により作成した。

また、乳用牛及び肉用牛については、牛個体識別システムのデータを利用すること

により補完している。

２ 生乳及び牛乳等生産量

農林水産大臣が委託した民間事業者による乳製品工場及び牛乳処理場に対するオン

ライン調査又は往復郵送調査により作成した。

Ⅶ 生産費の部

主要農畜産物について一定単位（10a当たり、60㎏当たり、１頭当たり等）を生産す

るために消費された経済価値、すなわち農畜産物の生産に要した労働、材料（肥料、飼

料、諸材料等）、固定資産（建物、農機具等）の償却等の価額の総額を明らかにするた

めに実施した農業経営統計調査（農畜産物生産費統計）結果を掲載した。

１ 調査期間

（１）平成22年産農産物生産費統計の調査期間

ア 米、大豆生産費は、平成22年１月から12月までの１年間

イ 小麦生産費は、平成21年９月から平成22年８月までの１年間

（２）平成22年度畜産物生産費統計の調査期間

平成22年４月から平成23年３月までの１年間

２ 調査方法

調査経営体に所定の現金出納帳・作業日誌（調査簿）を配布し、これに日々の生産

資材の購入、生産物の販売、労働時間等を調査経営体が記帳する自計調査の方法を基

本とし、実査機関の職員による調査経営体に対する面接調査の併用によって行った。

３ 集計方法

各調査経営体ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均法により

算出した。なお、この調査結果は、調査経営体数が少ないため、必ずしも県（東海３

県）平均を表しているとは限らないので、利用に当たっては留意をお願いする。

４ 減価償却計算の見直しに伴う算出方法

農業経営統計調査（農畜産物生産費統計）における減価償却額は、平成19年度税制

改正における減価償却計算の見直しに伴い、償却資産の取得時期によって以下のとお

り算出した。
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（１）平成19年３月31日以前に取得した資産

ア 償却中の資産

１か年の減価償却額＝（取得価額－残存価額）÷耐用年数

イ 償却済みの資産

１か年の減価償却額＝（残存価額－１円（備忘価額））÷５年

なお、適用については平成20年１月からである。

（２）平成19年４月１日以降に取得した資産

１か年の減価償却額＝（取得価額－１円（備忘価額））÷耐用年数

また、平成22年産（度）の農業経営統計調査（農畜産物生産費統計）における減価

償却額は、平成20年度税制改正における減価償却計算の見直し（資産区分の大括化、

法定耐用年数の見直し）を踏まえ算出した。（以下、農業経営の部も同じ。）

５ 口蹄疫の影響への対応

農業経営統計調査（畜産物生産費統計）については、口蹄疫の影響により、九州地

域の一部の調査経営体において、調査票の回収が困難であったため、当該調査経営体

を除外して集計した。

６ 東日本大震災の影響への対応

農業経営統計調査（小麦生産費、大豆生産費を除く農畜産物生産費統計）について

は、東日本大震災の影響により、東北地域の一部の調査経営体において、調査票の回

収及び回収後の疑義照会が困難であったため、当該調査経営体を除外して集計した。

Ⅷ 農業経営の部

農業経営統計調査結果から経営形態別経営統計（個別経営）及び営農類型別経営統計

（個別経営）を掲載した。農業経営統計調査は、農業経営関連諸施策等の見直し・再編

へ的確に対応するため、調査体系と内容について、農業経営全体及びこれを構成する経

営部門を一体的に捉えることができるよう見直しを行い、平成16年から現行体系による

調査を実施している。

１ 経営形態別経営統計（個別経営）

営農類型別経営統計で取りまとめた「水田作経営」、「畑作経営」、「野菜作経営」、

「果樹作経営」、「花き作経営」、「酪農経営」、「肉用牛経営」、「養豚経営」、「採卵養

鶏経営」及び「ブロイラー養鶏経営」の各営農類型に属する農業経営体に、「その他

経営」に属する農業経営体を加えて集計した、経営形態別経営統計（個別経営）の１

経営体当たりを掲載した。
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２ 営農類型別経営統計（個別経営）

営農類型別経営統計（個別経営）は、農業生産物の販売を目的とする農業経営体（個

別経営で経営耕地面積が30a以上又は過去１年間における農産物販売金額が50万円以

上に相当する事業規模）を調査対象としている。

（１）調査対象経営体の営農類型分類について

調査対象経営体の営農類型区分及び分類基準については、以下のとおりである。

営農類型の種類 営 農 類 型 の 分 類 基 準

水 田 作 経 営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物のうち、水田で作付けした作物の

販売収入合計が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

畑 作 経 営 稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物のうち、畑で作付けした作物の販

売収入合計が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

野 菜 作 経 営 野菜の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

露 地 野 菜 作 経 営 野菜作経営のうち、露地野菜の販売収入が施設野菜の販売収入以上である経営

施 設 野 菜 作 経 営 野菜作経営のうち、施設野菜の販売収入が露地野菜の販売収入より多い経営

果 樹 作 経 営 果樹の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

花 き 作 経 営 花きの販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

露 地 花 き 作 経 営 花き作経営のうち、露地花きの販売収入が施設花きの販売収入以上である経営

施 設 花 き 作 経 営 花き作経営のうち、施設花きの販売収入が露地花きの販売収入より多い経営

酪 農 経 営 酪農の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

肉 用 牛 経 営 肉用牛の販売収入が他の営農類型の農業販売収入に比べ最も多い経営

繁 殖 牛 経 営 肉用牛経営のうち、繁殖用めす牛の飼養頭数を２倍した数が肥育牛の飼養頭数

以上である経営

肥 育 牛 経 営 肉用牛経営のうち、繁殖用めす牛の飼養頭数の２倍より肥育牛の飼養頭数が多

い経営

養 豚 経 営 養豚の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

採 卵 養 鶏 経 営 採卵養鶏の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

ブロイラー養鶏経営 ブロイラー養鶏の販売収入が他の営農類型の農業販売収入と比べ最も多い経営

そ の 他 経 営 上記の営農類型に分類されない経営
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（２）調査期間

平成22年調査の期間は、平成22年１月から12月までの１年間である。

（３）調査方法

調査は、調査対象経営体に所定の現金出納帳・作業日誌（記録簿）を配布し、

これに日々の現金収支及び労働時間等を調査対象経営体が記帳する自計調査の方

法を基本とし、農林水産省の職員による調査対象経営体に対する面接調査の併用

により行った。

（４）集計方法

各調査対象経営体ごとにウエイトを定め、集計対象とする区分ごとに加重平均

法により算出した。

この場合のウエイトは、都道府県別、営農類型・規模別に区分した各階層ごと

の標本抽出率（階層の大きさに対する標本数の比率）の逆数としている。

n
Σ Ｗｉ × Ｘｉ

求めようとする項目の平均値
i=1

＝
n

Σ Ｗｉ
i=1

ｎ ：当該集計対象区分に属する集計経営体数

Ｗｉ：当該集計対象区分に属するｉ番目の集計経営体のウエイト

Ｘｉ：当該集計対象区分に属するｉ番目の集計経営体のＸ項目の数値（調査結

果）

なお、この調査結果は、調査経営体数が少ないため、必ずしも県（東海３県）

平均を表しているとは限らないので、利用に当たっては留意をお願いする。

（５）営農類型別経営統計における部門収支の把握

営農類型別経営統計において収支等を把握する部門区分は、各営農類型別の指

定部門のうち上位２部門としている。

なお、部門収支については、水田作経営であっても田作、畑作を分けずに田畑

合計の収支としている。

（６）経営収支、資産及び負債の把握範囲

経営収支、資産及び負債については、

・経営体の農業全体

・農業経営関与者 が経営権を持っている農業生産関連事業及び農外事業等注)

に着目した把握としており、把握の範囲は次のとおりである。

ア 農 業：経営体全体の経営収支

イ 農業以外：農業経営関与者の経営収支

注）「農業経営関与者」とは、農業経営主夫婦及び年間60日以上当該経営体の
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農業に従事する世帯員である家族のことである。なお、15歳未満の世帯員及

び高校・大学等への就学中の世帯員は、年間の自営農業従事日数が60日以上

であっても農業経営関与者とはしない。

（７）減価償却計算の見直しに伴う算出方法

平成22年の農業経営統計調査（経営形態別経営統計及び営農類型別経営統計）

における減価償却額は、平成19年度税制改正及び平成20年度税制改正における減

価償却計算の見直しを踏まえ算出した。（「Ⅶ 生産費の部」の４を参照。）

３ 農業経営統計調査の分析指標等

分析指標等の算出については、以下のとおりである。

なお、農業固定資産額については土地を除いて計算しており、また、経営全体は農

業固定資産の年始め現在価と購入額の計である。

（１）農業所得率(％)＝農業所得÷農業粗収益×100

（２）付加価値額(千円)＝農業粗収益－〔農業経営費－(雇用労賃＋支払小作料＋農

業経営に係る負債利子）〕

（３）付加価値率(％)＝付加価値額÷農業粗収益×100

（４）農業固定資産装備率(円)＝農業固定資産額÷自営農業労働時間×1000

（５）農業経営関与者１人当たり農業所得(千円)＝農業所得÷農業経営関与者数

（６）農業経営関与者１人当たり総所得(千円)＝総所得÷農業経営関与者数

（７）農業専従者１人当たり農業所得(千円)＝農業所得÷農業専従者数

（８）家族農業労働１時間当たり農業所得(円)＝農業所得÷家族農業労働時間×1000

（９）農業固定資産千円当たり農業所得(円)＝農業所得÷農業固定資産額×1000

（10）経営耕地面積10ａ当たり農業所得(円)＝農業所得÷経営耕地面積×10

（11）自営農業労働１時間当たり付加価値額(円)＝付加価値額÷自営農業労働時間×1000

（12）農業固定資産千円当たり付加価値額(円)＝付加価値額÷農業固定資産額×1000

（13）経営耕地面積10ａ当たり付加価値額(千円)＝付加価値額÷経営耕地面積×10

（14）該当部門作付面積10ａ当たり部門所得(千円)＝部門所得÷該当部門作付面積×10

（15）該当部門家族労働１時間当たり部門所得(円)＝部門所得÷該当部門家族労働時

間×1000

４ 東日本大震災の影響への対応

東日本大震災の影響により、宮城県及び岩手県の一部地域の調査対象経営体におい

て、調査票の回収又は調査票回収後の照会が困難であったため、当該調査対象経営体

を除外して集計した。

Ⅸ 農業物価の部

農業における投入・産出の物価変動を測定するため、農業経営に直接関係のある物価

を把握し、農業物価指数を作成するための農業物価統計調査結果から掲載した。

農業物価指数の作成に当たっては、農業の生産構造や農家の消費構造の変化を的確に

反映させるため、５年ごとに基準時の改定を行っており、掲載した指数の基準時及びウ
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エイトの算定年次は平成17年である。

１ 調査方法

農林水産大臣が委託した民間事業者による調査員が調査対象に対する面接又は電話

・ＦＡＸにより行った。

２ 基準年次

平成17年（平成17年１月～12月）

３ ウエイト

指数の算定に用いるウエイトは、平成17年農業経営統計調査「経営形態別経営統計

（個別経営）結果の農業経営体（全国販売農家）１戸当たりの農産物品目別販売金額

及び生産資材品目別支出金額から作成した。

４ 算 式

ラスパイレス式（基準時加重相対法算式）を採用した。

∑Woi（Pti／Poi）
Iｔ ＝

∑Woi

It ：総合物価指数 Woi：基準時のウエイト

Pti：比較時の品目別価格 Poi：基準時の品目別価格

Ⅹ 農業産出額の部

農業生産を価値数量的側面から表示する「生産農業所得統計」の結果から掲載した。

なお、平成19年より市町村別の作成を中止した。

１ 計算期間

平成22年１月から12月までの１年間。

ただし、暦年をまたがって生産される野菜、果実等は年産区分とした。

２ 計算の対象

農業の範ちゅうで生産される農産物を計算の対象としているが、「農業サービス業」

は計算の対象から除外した。

なお、「しいたけ」は林業生産物とみなし、計算の対象としていない。

３ 推計方法

都道府県を推計単位とし、生産された農産物の価値額を、農産物の生産量及び価格

に関する諸統計等を用いて推計した。

農業産出額＝Σ(品目別生産数量×品目別農家庭先販売価格)

ただし、品目別生産数量は、収穫量から自都道府県内で再び農業へ投入される中間

生産物（種子、飼料など）の数量を控除した数量、品目別農家庭先販売価格は、農業

物価統計、卸売市場統計等を用いて推計した価格に、農産物の販売に伴って交付され

る各種奨励補助金等を加えた価格とした。

Ⅺ 農畜産物流通の部
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１ 青果物卸売市場調査

（１）調査範囲

青果物卸売市場が開設されている全国の主要都市を調査範囲としている。

なお、主要都市とは、以下のいずれかに該当するものである。

ア 中央卸売市場が開設されている都市

イ 県庁が所在する都市

ウ 人口20万人以上で、かつ青果物の年間取扱数量がおおむね６万ｔ以上の都市

（２）調査対象

主要都市に所在する青果物卸売会社

中央卸売市場が開設されている都市については中央卸売市場の全ての青果物卸売

会社を、中央卸売市場が開設されていない都市については年間取扱数量の多い順に

都市の80％をカバーするまでの青果物卸売会社を対象としている。

（３）調査事項

本調査は、野菜については総数及び49品目、果樹については総数、国産計、輸入

計及び44品目・品種を調査品目として、直接入荷（産地都道府県別）・転送入荷（転

送元市場別）、輸入青果物の卸売数量及び卸売価額を調査した。

（４）調査方法

調査は以下のいずれかの方法により実施した。

ア 調査協力者が作成した磁気データをオンラインにより収集する方法

イ 調査協力者が作成した電磁的記録媒体の収集による方法

ウ 調査協力者に対し調査票を郵送配布・回収する自計調査による方法

２ 集出荷組織数及び出荷量

青果物・花き集出荷機構調査の結果から、組織数及び出荷量を掲載した。

調査対象は、青果物又は花きの集出荷業務を行う全ての集出荷団体、集出荷業者及

び産地集荷市場並びに平成17年の花き出荷金額が2,000万円以上の多量出荷農家等を

対象とした。

（１）調査対象品目

ア 野菜

キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にん

じん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス

イ 果実

みかん、なつみかん、はっさく、いよかん、ネーブルオレンジ、りんご、ぶ

どう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すも

も、キウイフルーツ、パインアップル

ウ 花き

切り花類、きく、カーネーション、ばら、宿根かすみそう、トルコギキョウ、

球根類、鉢物類、花壇用苗もの類

（２）調査期間
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調査期日を平成18年９月１日現在（出荷量については平成17年産）とした。

３ 食肉流通

肉畜と畜頭数については、と畜場法の規定によって設置されている全ての施設（岐

阜４か所、愛知５か所、三重３か所）を対象とした。

調査対象畜は、食肉生産に供される牛、馬、豚の３種とした。

枝肉取引頭数及び卸売価格については、岐阜市食肉地方卸売市場、名古屋市中央卸

売市場南部市場、地方卸売市場東三河食肉流通センター、四日市市食肉地方卸売市場

における取引頭数、価格等について掲載した。

なお、牛については、と畜時の年齢により生後１年未満を子牛、生後１年以上を成

牛に区分した。調査期間は、平成22年１月から12月の１か年である。

４ 鶏卵流通

年間の集出荷量が10ｔ以上の集出荷機関で、そのうち、出荷量（県内集荷分）の累

計が60％以上となる集出荷機関を対象に調査を行った。

県計は調査対象の調査結果をもとに推定した。

調査期間は、平成22年１月から12月の１か年である。

５ 食鳥流通統計

全ての食鳥処理場を対象に調査を行った。

調査期間は、平成22年１月から12月の１か年である。

用 語 解 説

農業経営体の部

農林業経営体 農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林作業を行い、生産又は作業に

係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当する事業を行う者。

（１）経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業

（２）農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その

他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の規模の農業

①露地野菜作付面積 15 ａ

②施設野菜栽培面積 350 ㎡

③果樹栽培面積 10 ａ

④露地花き栽培面積 10 ａ

⑤施設花き栽培面積 250 ㎡

⑥搾乳牛飼養頭数 1 頭

⑦肥育牛飼養頭数 1 頭

⑧豚飼養頭数 15 頭

⑨採卵鶏飼養羽数 150 羽
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⑩ブロイラー年間出荷羽数 1,000 羽

⑪その他 調査期日前１年間における農業生産物の総

販売額50万円に相当する事業の規模

（３）権原に基づいて育林又は伐採（立木竹のみを譲り受けてする伐採を除

く。）を行うことができる山林（以下「保有山林」という。）の面積が３

ヘクタール以上の規模の林業（育林又は伐採を適切に実施するものに限

る。）

（４）農作業の受託の事業

（５）委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材

生産の事業

農 業 経 営 体 上記の「農林業経営体」の規定のうち、（１）、（２）、（４）のいずれかに該当

する事業を行う者。

個 人 経 営 体 「農林業経営体」のうち、世帯単位で事業を行う者。（一戸一法人は含まない。）

（農家・林家)

法 人 経 営 体 「農林業経営体」のうち、法人化して事業を行う者。（一戸一法人も含む。）

農業経営体の 「農業経営体」のうち個人経営体（農家）及び法人経営体のうち一戸一法人

うち家族経営 で事業を行う者。

農事組合法人 農業協同組合法に基づき農業生産について協業を図ることにより、共同の利

益を増進することを目的として設立された法人。

会 社 会社法に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相

互会社。旧有限会社は株式会社として会社に含まれる。

各 種 団 体 農業協同組合、農協の連合組織、農業共済組合等農業関係団体。

その他の法人 公益法人（財団法人、社団法人）等。

地方公共団体 都道府県、市区町村。

財 産 区 地方自治法に基づき、市区町村の一部を財産として所有するために設けられ

た特別区。

単 一 経 営 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が８割以上の経営を行う者。

準単一複合経営 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が６割以上８割未満の経営を行

う者。

複 合 経 営 農産物販売金額のうち、主位部門の販売金額が６割未満の経営を行う者。

経営耕地面積 農林業経営体が経営する耕地（田、畑及び樹園地の計）の面積をいい、経営

体が所有している耕地のうち貸し付けている耕地と耕作放棄地を除いたもの（自

作地）に借りている耕地（借入耕地）を加えた面積。

借 入 耕 地 他人から耕作を目的に借り入れている耕地。

貸 付 耕 地 他人に貸し付けている自己所有耕地。
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販売農家の部

販 売 農 家 経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業を行う世帯又は農産物販売金額が50万

円以上の農家。

副 業 的 農 家 65歳未満の自営農業従事60日以上の者がいない農家。

農 業 従 事 者 満15歳以上の世帯員のうち、調査期日前１年間に自営農業に従事した者。

農業就業人口 自営農業に従事した者（農業従事者）のうち、調査期日前１年間に「農業の

みに従事した世帯員」及び「農業と兼業の双方に従事したが農業に従事した日

数の方が多い世帯員」の従事者数。

基幹的農業従事者 農業に主として従事した世帯員（農業就業人口）のうち調査期日前１年間のふ

だんの主な状態が「仕事に従事していた者」。

集落営農の部

集 落 営 農 「集落」を単位として 農業生産過程における一部又は全部についての共同注1）

化・統一化に関する合意 の下に実施される営農のことである。注2）

注1)集落を単位として集落営農を構成する農家の範囲が、一つの農業集落を

基本的な単位としていること。例外として他集落に属する少数の農家が構成農家と

して参加している場合や、複数の集落を一つの単位として構成する場合を含

む。なお、集落を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加し

ていることが原則であるが、集落内の全ての農家のうち、おおむね過半数の

農家が参加している場合はこれを含む。また、大規模な集落の場合で、集落

内に「組（くみ）」など、実質的に集落としての機能を持った、より小さな

単位がある場合は、これを集落営農の単位とした。

注2)集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形態、農地の利用計画、農業

用機械の利用計画、役員やオペレーターの選定、栽培方法等、集落としてま

とまりを持った営農に関するいずれかの事項について行う合意をいう。

具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っているものとした。

（１）集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみのまとまった営農計画な

どに基づいて、集落営農に参加する農家が共同で利用している。

（２）集落で農業機械を共同所有し、集落営農に参加する農家から基幹作業

の委託を受けたオペレーター組織等が利用している。

（３）集落の農地全体をひとつの農場とみなし、集落内の営農を一括して管

理・運営している。

（４）認定農業者、農業生産法人等、地域の意欲ある担い手に農地の集積、

農作業の委託等を進めながら、集落ぐるみでのまとまった営農計画など

により集落単位での土地利用、営農を行っている。

（５）集落営農に参加する各農家の出役により、共同で（農業用機械を利用

した農作業以外の）農作業を行っている。
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（６）作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を行っている。

ただし、以下に該当する取組のみを行う組織については、集落営農組

織には含まないこととした。

① 農業用機械の所有のみを共同で行う取組

② 栽培協定、用排水の管理の合意のみの取組

耕地の部

耕 地 農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔 を含む。注1）

注1)けい畔

耕地の一部にあって、主として本地の維持に必要なものをいう。いわゆる

畦のことで、田の場合、たん水設備となるもの。

本 地 直接農作物の栽培に供せられる土地で、けい畔を除いた耕地。

田 たん水設備(けい畔など)とこれに所要の用水を供給しうる設備(用水源・用水

路) を有する耕地。

畑 田以外の耕地。これには通常、畑と呼ばれている普通畑のほか、樹園地及び牧

草地を含む。

普 通 畑 畑のうち、樹園地及び牧草地を除く全てのもので、通常、草本性作物、又は苗

木等を栽培する耕地。

樹 園 地 畑のうち、果樹、茶などの木本性作物を１ａ以上集団的に栽培する耕地。

なお、ホップ園、バナナ園、パインアップル園及びたけのこ栽培を行う竹林を

含む。

牧 草 地 畑のうち、牧草の栽培を専用とする畑。

増 加 耕地以外の地目から田又は畑に転換され、すでに作物を栽培しているか又は次

（ 拡 張 ） の作付期において、作物を栽培することが可能となった状態の耕地。

拡張面積は、開墾、干拓・埋立て、復旧によって生じる面積。田畑別に見た場

合は、田畑転換によっても生じる。

開 墾 山林、原野、牧野、池沼(公有水面は除く。)又は雑種地を耕地にすることであ

る。宅地、塩田等を耕地とする場合もこれに含む。

干拓・埋立て 湖沼、その他の公有水面を、干拓又は埋立てして耕地とすることである。

復 旧 自然災害によってかい廃した耕地が再び耕地になることである。砂利採取地か

らの復旧もこれに含む。

減 少 田又は畑が他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった状態の土地。
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（ か い 廃 ） かい廃面積は、自然災害、人為かい廃によって生じる面積。田畑別に見た場合、

田畑転換によっても生じる。

自 然 災 害 山くずれ、河川決壊等の災害により、耕地が流失、埋没、陥没あるいは土砂流

入によって、耕地としての利用ができなくなったものである。

人 為 か い 廃 耕地を工場用地、道路、鉄道用地、宅地、農林道、山林、耕作放棄地(荒地)等

とした場合である。

なお、人為かい廃の内容は、次のように区分している。

工 場 用 地 主に工場用地としてかい廃するもので、それに付属する倉庫、資材置場、道路、

引込線などの施設用地も含む。

道路・鉄道用地 主に産業輸送に使用する道路、鉄道用地としてかい廃するもので、農林道を除

く道路及び公営私営の鉄道関係の施設用地を含む。

また、航空、港湾関係の施設用地、農業用水路以外の水路用地も含む。

宅 地 等 主に住宅、学校用地及び公園、その他公共用社会福祉施設、会社等の厚生福祉

施設用地としてかい廃する土地。

また、卸売、小売などの商業用地、墓地及びゴルフ場なども含む。

農 林 道 等 主に農林業自体に使用する道路、用排水路用地としてかい廃するもので、農業

資材置場、農産物貯蔵場、農業用倉庫、共同選果場、乾繭場などの農業用施設用

地を含む。

また、養魚池、網干場なども含む。

植 林 人工造林(種子の直まきを含むが、苗等は含まない。)で山林とした土地。

そ の 他 耕作放棄地(荒地)、水没地及び河川用地となった土地。

また、転用先不明のものもこれに含む。

耕 作 放 棄 地 耕作の用に供されていたが、耕作し得ない状態(荒地)になったことが確認され

た土地。

田 畑 転 換 田を畑に、畑を田に地目変換することである。

ただし、田畑別の拡張・かい廃面積では、田畑転換は拡張又はかい廃の一部に

含めており、例えば、田が畑に転換された場合は、田のかい廃面積及び畑の拡張

面積のそれぞれに計上した。

農作物の部

作 付 面 積 水稲、麦など、は種又は植え付けしてからおおむね１年以内に収穫され、複数

年にわたる収穫ができない非永年性作物が発芽又は定着した作物の利用面積。耕

地以外の地目に作付けされた場合もその利用面積を作付面積として取扱う。

栽 培 面 積 果樹、茶など、１度のは種又は植え付け後、数年にわたって収穫を行うことが

できる永年性作物の利用面積。
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摘 採 面 積 茶栽培面積のうち、収穫を目的として茶葉の摘採が行われた面積。

結 果 樹 面 積 農家が当該年産の収穫を意図して結果させた栽培面積。

収 穫 量 収穫・収納(収穫後、保存または販売できる状態にして収納舎等に入れること)

された一定の基準(品質・規格)以上のものの量である。

作柄表示地帯 地域行政上必要な水稲の作柄を表示する区域として、都道府県を水稲の生産力

(地形、気象、栽培品種等)により分割した区域。

10a当たり収量 実際に収穫された10ａ当たりの収穫量である。(農家が収穫を放棄した場合は

除く。）

出 荷 量 収穫量から生産者の自家消費、生産物を贈与した量、収穫後の減耗等を差し引

いた重量である。出荷量の計測は、集出荷団体等の送り状の控え又は出荷台帳に

記入された出荷時点における出荷荷姿の表示数量（レッテルの表示量目）を用い

て計上した。したがって、入目量は含まない。

茶 期 全国的な標準茶期区分は次のとおりである。

なお、冬春秋番茶とは、秋冬番茶と冬春番茶を合計したものである。

また、３月10日以降であっても整園の目的を兼ねて摘採し、荒茶に加工したもの

は冬春番茶に含む。

お お い 茶 玉露、かぶせ茶及びてん茶の合計である。

なお、おおい茶については、近年増加している20日前後の直接被覆による栽培

方法の取り扱いが明確化するまでの間、暫定的に玉露、かぶせ茶及びてん茶を一

括しておおい茶として表章することとしている。

普 通 せ ん 茶 普通の茶葉（自然光下で栽培し、摘採した茶葉）を蒸 熱、揉み操作、乾燥さ
じようねつ も

せ製造した茶。

玉 緑 茶 普通の茶葉を蒸 熱又は釜炒りし、強く揉まず、まが玉形やこれに準ずる形状
じようねつ も

に製造した茶。

番 茶 硬くなった新芽（葉）や整枝の目的で刈り取った茎、古葉を原料に、蒸熱、揉
じようねつ も

み操作、乾燥させ製造した大型の茶をいい、番茶を強火で炒って焦香をつけたほ
しようか

うじ茶を含む。

そ の 他 食用加工用茶、紅茶等。

作付（栽培） 稲、麦類、かんしょ、雑穀、豆類、果樹、野菜、工芸農作物、桑、飼肥料作物

延 べ 面 積 その他作物の作付（栽培）面積の合計である。年産区分を同一とする水稲二期作

茶 期 名 区 分 茶 期 名 区 分

冬 春 番 茶  １ 月 １ 日～ ３ 月 ９ 日 三 番 茶  ８ 月 １ 日～ ９ 月１０日

一 番 茶  ３ 月１０日～ ５ 月３１日 四 番 茶  ９ 月１１日～１０月２０日

二 番 茶  ６ 月 １ 日～ ７ 月３１日 秋 冬 番 茶 １０月２１日～１２月３１日
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栽培や季節区分別野菜など同一ほ場に２回以上作付された場合は、それぞれを作

付面積とし、延べ面積とする。

被 害 面 積 農作物に損傷 が生じ、基準収量 から減収した面積で、総数の被害面積注1） 注2）

は、被害種類別の被害面積を合計した延べ面積。

注1)損傷

気象的、生物的、その他何らかの原因が作用したために生じた作物体の異

常な状態をいう。

注2)基準収量

ある被害が発生したとき、その被害が発生しなかったと仮定した場合にと

れうるであろうと見込まれる収量。

被 害 量 農作物の栽培が開始されてから収納されるまでの期間に、災害等によって損傷

を生じ、基準収量から減収した量。

畜産の部

乳 用 牛 搾乳を目的として飼養している牛（将来搾乳する目的で飼養している子牛及び

それらに交配する同種のおす牛を含む）。

本調査は乳用牛、肉用牛の区分は品種区分ではなく、利用目的によって区分す

るため、調査対象はめすのみとし、交配するためのおすは除いた。

なお、めすの未経産牛 を肉用目的に肥育しているものは肉用牛とし、搾乳注1）

の経験のある牛を肉用に肥育（例えば老廃牛の肥育）中のものは肉用牛とせず乳

用牛に含めた。

注1)未経産牛

出生してから、初めて分べんするまでの間の牛。

肉 用 牛 肉用を目的として飼養している乳用牛以外の牛。

豚 肉用及びその繁殖を目的として飼養する豚。

採 卵 鶏 鶏卵を生産する目的で、飼養している鶏。産卵していても愛玩用として飼養し

ているものは除いた。

肉 用 若 鶏 食用に供する目的で飼育するふ化後３か月未満の鶏。

（ブロイラー）

種 鶏 採卵用及びブロイラー用のひなの生産を目的として、種卵採取を行うための鶏

（おすを含む）。

生産費及び農業

経営の部

生 産 費 農畜産物を生産するために消費した費用合計から副産物価額を差し引いた額を

いい、費用の性格付けからいえば基礎原価的性格のものである。
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物 財 費 農畜産物を生産するために消費した流動財費（肥料費、飼料費等）及び固定財

（建物、農機具等）の減価償却費の合計をいい、生産費を構成する各費用は、物

財費と労働費に大別される。

労 働 費 農畜産物の生産のために投下された家族労働の評価額と雇用労働に対する支払

額の合計（間接労働を含む）である。

家 族 労 働 費 家族労働時間に以下の単価を乗じて評価したものである。

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）の建設業、製造業及び運輸業（平成22年１

月分以降は、新産業分類の建設業、製造業及び運輸業・郵便業の３業種としてい

る）に属する５～29人規模の事業所における賃金データ（都道府県単位）を基に

算出した男女同一単価（平均賃金）。

費 用 合 計 農畜産物を生産するために消費した物財費と労働費の合計である。

地 代 支払地代は、土地所有者である地主に対して土地の使用権として借地人が支払

う料金であるが、耕作者が自分の土地を耕作する場合にも、潜在的に地代が発生

する性格のものであることから、支払地代と自作地地代に区分して計上している。

なお、自作地地代は、その地方の類地（調査対象作目の作付地と地力等が類似

している作付地）の小作料で評価したものである。

支払利子・地代 生産費（副産物価額差引）に支払利子及び支払地代を加えた額をいい、性格か

算 入 生 産 費 らいえば、企業的な経営計算の経営費に近い性格を表している。

資本利子・地代 支払利子・地代算入生産費に、実際には支払いの伴わない自己資本利子及び自

全額算入生産費 作地地代を擬制的に計算して加えた額である。なお、自己資本利子とは、総資本

額から借入資本額を差し引いた自己資本額に年利率４％を乗じて算出したもので

ある。

農 業 粗 収 益 農業経営によって得られた総収益額をいい、農業粗収益には、農業経営の成果

である農産物等の販売収入、現物外部取引（現物労賃、物々交換、無償贈与等）

額、農業生産現物家計消費額、共済・補助金等受取金及び農作業受託収入等の収

入を計上した。

なお、経営安定対策等の補てん金・助成金については農業雑収入に、販売価格

の一部として交付される助成金等については当該農産物の販売収入として、それ

ぞれ計上した。

農 業 経 営 費 農業経営費には、農業粗収益を得るために要した資材や料金の一切の費用を計

上した。

農 業 所 得 農業粗収益から農業経営費を差し引いたものである。

農業生産関連 農業経営関与者が経営する農産加工、農家民宿、農家レストラン、観光農園、

事 業 市民農園等の農業に関する事業であって、①従事者がいること、②当該農業経営

体が生産した農産物を使用していること、③当該農業経営体が所有又は借り入れ



74 農業

ている耕地もしくは農業施設を利用していることのいずれかに該当するものであ

る。

ただし、これらの事業を行っていても、別の法人等により経営する事業は農業

生産関連事業とはせず、農外事業とした。

農 外 収 入 農業経営関与者が経営権を持っている農業及び農業生産関連事業以外の事業収

入、農業経営関与者が他の経営に雇用されて受け取る給料・俸給等のほか、農業

経営関与者が受け取る歳費・手当、配当利子等、貸付地の小作料並びに地代収入

等を計上した。

農 外 支 出 上記（農外収入）の事業に係る支出及び負債利子を計上した。

年金等の収入 農業経営関与者が受け取る年金及び各種社会保障制度による給付金、退職金、

各種祝い金及び見舞金を計上した。

総 所 得 農業所得に、農業生産関連事業所得、農外所得及び年金等の収入を加えたもの

をいい、農業経営体の受け取る所得の全額である。

租税公課諸負担 社会保険料負担等の農業経営関与者の農業経営以外の経営負担分を計上した。

可 処 分 所 得 所得から租税公課諸負担を差し引き、年金や補助金などの移転所得を加えたも

ので、農業経営体が家計消費や貯蓄など、自由に振り向けられる所得である。

推 計 家 計 費 推計家計費は、以下により算出した。

推計家計費＝都道府県庁所在市別１人当たり年平均の消費支出 ×家計費推計注)

世帯員数＋生産現物家計消費額＋減価償却費（家計負担分）

注) 平成22年家計調査の「２人以上の世帯で農林漁家世帯を含む全世帯」の結

果を用いた。

なお、家計調査の消費支出には、営農類型別経営統計で農外支出としてい

る通勤定期代、固定資産購入としている自動車購入費（10万円以上）及び公

課諸負担としている自賠責保険掛け金（家計以外）を含むこと、経営体との

水準が明らかに異なる家賃地代がそのまま含まれることなどに留意する必要

がある。

農畜産物流通の部

青果物卸売市場 卸売業者が生産者若しくは集出荷団体等から委託を受け、又は買い付けを行い、

仲卸売業者又は小売業者に対し「せり」、「入札」又は「相対」の方法で建値を行

って売りさばくための場立ちの行われる場所である。

中央卸売市場 卸売市場法（昭和46年法律第35号）に基づき地方公共団体が農林水産大臣の認

可を受けて開設している市場。

卸 売 数 量 青果物卸売市場で「せり」、「入札」又は「相対」の方法で売りさばかれた数量

である。

卸 売 価 格 卸売価額を卸売数量で除して算出した１㎏当たり平均価格である。
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集 出 荷 団 体 生産者から青果物及び花きの販売委託を受けて出荷する総合農協、専門農協及

び有志で組織する任意組合。

集 出 荷 業 者 産地で生産者などから青果物及び花きを集めて出荷する産地仲買人又は産地問

屋等である。

産地集荷市場 青果物及び花きを集荷し、消費都市に出荷する目的で産地に開設されている市

場。

多量出荷農家等 多量出荷農家、協業経営体及び会社。


